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はじめに 

本稿ではベトナムの外国契約者税（FCT）の概要と在ベトナム日系企業に FCT が課される主な取引につい

て、その発生要因、税率、契約締結時の留意点を解説する。 

 

１．FCTの概要 

FCT とは、外国の個人（ベトナム居住者であるか否かは問わない）、または外国法人（ベトナム国内におけ

る恒久的施設（PE）の有無は問わない。以下、外国法人）が、ベトナムで営業し、ベトナム国内の法人等や個

人（以下、ベトナム法人）に提供したサービスから発生した収入を課税対象とする。 

一部例外を除き、通常、サービスを受けたベトナム法人が源泉徴収し、外国法人に代わって申告納税す

るため、日本の源泉所得税に似ている 2。大きな違いとしては付加価値税（以下、VAT3）部分と法人税（以

下、CIT4）部分により構成されているという点であるが、サービスを受けたベトナム法人が輸出加工企業（以

下、EPE5）の場合は VAT が免除されるため CIT 部分のみ課税される。 

 

２．在ベトナム日系企業における、FCTが課される主な取引及びその税率 

FCT の税率はサービス内容によって異なる。FCT が課される主な取引としては付加サービスが伴う機械設

備等の輸入、技術支援契約、ロイヤリティ契約や親子ローン契約等が挙げられる。以下、主なサービス内

容と税率である。 

 

 

 



 

 ※EPE は VAT 部分免除 



 
３．FCTの申告及び納付方法 

FCT はサービス等の支払日から 10 日以内に申告納付を行う必要がある。ただし、課税対象取引が多い

ベトナム法人では、税務局へ登録することで月次申告とすることも可能である。 

 

４．契約書作成上の留意点 

FCT は契約書がサービス内容を示す根拠となるため非常に重要である。課税対象となる業務の契約書を

作成するにあたって、注意すべき点がいくつかある。 

 

①契約内容とサービスごとの契約金額の内訳を明確にすること 

一つの契約に複数のサービスが含まれており、サービスごとの内訳が明記されていない場合、原則契約

金額全体に対して最も高い税率が適用されてしまう。もし税務調査時に指摘された場合、追徴課税に加え

て遅延利息や罰金も科されてしまう。 

 

②FCT の負担者について明記しておくこと 

FCT の性質から通常は外国法人が負担するものであるが、両者間の合意によって負担を以下のように決

定することも可能である。 

（1）外国法人が FCT の全額を負担する 

（2）ベトナム法人が FCT の全額を負担する 

（3）外国法人は CIT 部分を負担し、ベトナム法人は VAT 部分を負担する 

VAT 部分をベトナム法人が負担した場合、当該 VAT は日本の仮払消費税のようにベトナム法人側で仕入

税額控除が可能である。一方で、CIT 部分については支払いを受ける日本法人負担とする場合、日本側で

CIT の外国税額控除の適用を受けられる。 

 

③契約金額が税込金額か税抜金額かを明確にすること 

FCT をどちらが負担するのかが明確でない場合や、契約金額が FCT を含む金額（グロス金額）であること

を明記していない場合、税務局に当該契約金額が FCT を含まない金額（ネット金額）であると推定され、過

少申告を指摘されることがある。そのため、契約金額には負担先及び FCT 込か否かについて、契約書に明

記することをお勧めする。 

 

５．おわりに 

FCT はサービスごとに異なる税率が適用となるため、FCT の取り扱いを正しく理解し、契約の段階で FCT

が課税されるか把握しておくことで、より適切な契約金額を設定することができるのでメリットは大きい。 

また、税務調査による追徴課税や罰金による想定外の支出を避けるよう、課税対象取引の契約書を適切

に作成し、必要な場合、社内外の専門家に確認することをお勧めする。 
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